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令和８年３月 定例教育委員会会議録 

〈 開会 ９時３０分 〉 

開 催 日 令和８年３月２７日（金）９時３０分～１２時００分 

開 催 場 所 半田市役所 庁議室 

出 席 委 員 

教 育 長  榊 原 雅 晃     委 員  新 美  大 

委 員  久 米 宏 和     委 員  桂  優 子 

委 員  正村日登美     委 員  堀 崎 隆 資 

説 明 の た め 

出席した職員 

教 育 部 長    森 田 知 幸  学校教育課長  内 藤  誠 

主任指導主事    木 下 稔 章  給食センター所長    榊 原 秀 夫 

生涯学習課長    青 木 美 希  スポーツ課長    門 田 和 博 

スポーツ課主幹  河 合 信 二  図 書 館 長    藤 井 寿 芳 

博 物 館 長    関  正 樹  新美南吉記念館長    遠 山 光 嗣 

事 務 局 学校教育課総務担当主査  羽根 広 

報 告 事 項 

■議題 

（１）半田市立小中学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の一部改正について 

（２）半田市立幼稚園管理規則の一部改正について           

（３）半田市地区公民館等職員設置規則の一部改正について       

（４）半田市少年愛護センター設置規則の制定について         

（５）半田市立図書館条例施行規則の一部改正について 

■報告事項 

（１）令和８年３月半田市議会定例会の報告について          

（２）令和８年度教育部予算及び主要事業の概要について        

（３）半田市教育振興基本計画の一部改訂について           

（４）寄附、後援願について                                    

（５）令和８年度半田市学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱について  

（６）半田市立小中学校教職員向け公益通報制度の導入について     

（７）児童生徒（園児）の交通事故・問題行動等について         

（８）令和７年度退職管理職・教職員辞令伝達式及び令和８年度半田市教職員受入式等について 

（９）令和８年度半田市立小中学校・幼稚園訪問実施計画（案）について  

（10）令和８年度研究事業等一覧について               

（11）「第３次半田市生涯学習推進計画」改訂版について         

（12）令和８年度地区公民館職員の委嘱について            

（13）令和８年度地区公民館の臨時開館日・臨時休館日について     

（14）音楽アーティスト派遣制度♪「アーティストバンクはんだ」の実施について 

（15）「第３次半田市スポーツ推進計画」改定版について         

（16）はんだスポーツの日 2026 の協賛企業等の募集について       

（17）令和８年度半田市弓道教室の開催について             

（18）「半田市立図書館運営基本計画」の策定について           

（19）令和８年度新美南吉記念館半田市民特別観覧券の発券及びはんだ市報への掲載について 

（20）企画展 「“南吉”だけじゃなかった、ペンネームあれこれ」の開催について  
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（21）各種事業について 

①「令和８年度前期分 講座・イベント情報誌」について 

②「令和８年度ゲストティーチャー登録者リスト」について 

③亀崎図書館「音読教室はじめの一歩」～新美南吉の世界～について   

④「第 41 回知多工芸展」について                  

⑤「急須の技と煎茶を楽しむ」について                

⑥「陶芸作家の茶碗による呈茶会」について              

⑦「旧中埜家住宅で春の写真を撮ろう」について            

⑧「旧中埜家住宅で組紐を体験しよう」について  

各課事務連絡  学校教育課（学校改築等事業ＷＳ） 

＜議事録＞ 

１．前回の会議

録の承認 

（事務局） 

２月定例会の会議録について概要説明 → 承認 

２．教育長報告 （教育長） 

主に次の４点について報告があった。 

 

① 彼岸花群生地の保全活動について 

２月１２日に開催された関係団体の臨時理事会において、長年にわた

り彼岸花の景観を守り育ててきた団体が後継者不足により活動休止状態

となっていることを受け、今後の保全活動を NPO 法人ふるさとネットワ

ークに継承することが正式に決定した。 

② 卒業式・修了式等について 

３月６日、１６日、１９日に中学校の卒業式、幼稚園の修了式、小学

校の卒業式が滞りなく実施された。教育委員の出席及び告辞の伝達に対

し謝意が述べられた。 

③ 生徒会サミットについて 

３月１１日に生徒会サミットが開催され、市内５中学校がそれぞれ

SDGs 宣言団体として登録され、市長から登録証が手渡された。来年度以

降、各中学校において SDGs の取組を展開していく予定である。 

④ 亀崎児童センター閉館議決について 

３月２５日の市議会定例会において、亀崎児童センターの閉館が可決

された。これまでの経緯はあるものの、市議会で議決された以上、新た

に整備される施設等が地域の子どもたちにとってより良い場となるよ

う、地域と連携しながら取り組んでいきたい旨の発言があった。教育委

員会としても学校と連携し協力していく。 

■議題 

１）半田市立

小中学校におけ

る学校運営協議

会の設置等に関

する規則の一部

改正について 

（学校教育課長） 

規則本文で引用している法令条項の改正漏れを是正するため、所要の

改正を行う。施行日は公布の日とする。 
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２）半田市立幼

稚園管理規則の

一部改正につい

て 

（学校教育課長） 

４月の機構改革に伴い、幼稚園職員の所属が市長部局となることか

ら、必要な条文整理を行うとともに、字句の誤り等をあわせて修正す

る。主な改正内容は、園長の出張承認者及び休暇承認者を市長部局の例

に合わせて整理すること、関係条文相互の整合を図るため字句整理を行

うこと、あわせて過去の改正漏れを是正するもの。施行日は令和 8 年 4

月 1 日とする。 

３）半田市地区

公民館等職員設

置規則の一部改

正について 

（生涯学習課長） 

公民館職員（館長及び主事）に支給する謝金について、業務内容や物

価高、人件費高騰などの社会経済情勢の変化を踏まえ、見直しを行う。  

館長の謝金を月額 29,000 円から 35,600 円に、主事の謝金を月額

23,000 円から 28,200 円に改定する。改定率については、前回改定時以

降の愛知県最低賃金上昇率２３％を参考に設定した。なお、公民館職員

への謝金は、労務の対価というより地域による自主的運営への謝意とし

ての性格を持つものであり、その位置づけは維持する。 

４）半田市少年

愛護センター設

置規則の制定に

ついて 

（生涯学習課長） 

少年指導センターに関する事務は生涯学習課の所掌事務として教育委

員会事務分掌規則に位置付けられている一方、現行規則は市長部局の規

則として制定されているため、現行規則を廃止し、新たに教育委員会規

則として制定する。内容は大きく変更しないものの、少年指導員の職務

について、現代の社会情勢や家庭環境など多面的な問題に対応できるよ

う整理する。 

５）半田市立図

書館条例施行規

則の一部改正に

ついて 

（図書館長） 

昨年１２月に規則改正を行った際、条文と様式の整合が取れていない

状態で改正してしまい、貸出票の様式が規則上不明確となっていたこと

から、今回改めて条文と様式の対応関係を正すため規則改正を行うも

の。貸出票そのものの様式内容に変更はなく、本来規則に位置付けるべ

き様式を適正に整理し直す。 

■報告事項 

１）令和８年３

月半田市議会定

例会の報告につ

いて 

（教育部長） 

令和８年３月議会のうち、代表質問及び一般質問のうち教育委員会関

係部分について報告する。 

① 代表質問 

ア 教育負担の軽減について 

高校・大学進学時の費用負担軽減について質問があり、市としては経

済的に困窮している世帯の中学生が高校・専門学校等へ進学する際に入

学準備費用の一部を助成しているが、授業料については国・県の制度が

あるため、市独自に助成する考えはない旨答弁した。 

イ 中高生の居場所づくりについて 

担当部署を定めて推進していく必要があるのではないかとの質問に対

し、各部署がそれぞれ中高生の学習や居場所づくりに関する取組を行っ

ており、現段階では連携して進めていくことが適切と判断している旨答

弁した。 

ウ 幸せ教育に関する質問 
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2030 年度以降の教育振興基本計画の土台として「幸せ」を位置付けて

はどうかとの質問に対し、次期計画改定時にしっかり位置付けていく考

えを示した。 

また、幸せ教育の進捗を見える化し検証する仕組みづくり、新任教職

員への研修体制、ICT 端末で実現可能なことを最大限生かしながら探究

学習も含め、あらゆる場面で「幸せ」について取組みを進めていくと答

弁している。また、幼保小中高連携によるキャリア教育の推進などにつ

いて質問があり、これまで幼保小中では連携してきており、今後、市内

高校との連携強化を進めながら、将来的には一貫したキャリアプログラ

ムの整備・充実を図っていく旨答弁した。 

 

② 一般質問 

ア 学校における飲料水の確保について 

飲用可能な給水栓の把握、飲料水としての安全確保について質問があ

り、定期的な水質検査を行い、飲用可能な給水場所と確保のうえ、児童

生徒にも水を飲むことができる給水栓の場所を周知するなど、必要に応

じ対応していることを説明した。水筒の忘れ、水筒の中の飲み物がなく

なった児童生徒への対応や飲料水として確実に飲めるようにする考えが

あるかについては、飲料水を提供する仕組みが今の段階で全ての学校で

整っているわけではないとした上で、水質検査で塩素濃度が基準を下回

る給水栓がある学校においては早急に対応できるよう努めていくと答弁

した。 

イ 包括的セクシュアリティ教育・命の安全教育について 

 包括的セクシュアリティ教育の考え方や、人権を尊重した性教育の実

施状況、命の安全教育との関係について質問があり、学習指導要領に基

づく命の安全教育を実施していること、包括的セクシュアリティ教育に

ついては具体的なガイドラインがあるわけではないが、発達段階に応じ

て取り組んでいる旨答弁した。 

 

（桂委員） 

包括的セクシュアリティ教育について、今では発達段階に応じた教育

や園長先生対象の研修を実践しているなど大きく進展していることが分

かった。今まで以上に子どもたちが性に関する幅広い学びを通じ、自他

を大切にし自己決定できる力を育むことを期待する。  

 

ウ 共同親権制度導入に伴う学校の対応について 

共同親権制度導入後の学校対応について質問があり、学校は親権や監

護権について知る立場にはなく、保護者から届け出られた連絡先等に基

づいて対応しているため、制度導入によって基本的な学校実務が大きく

変わるものではない旨答弁した。 
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２）令和８年度

教育部予算及び

主要事業の概要

について 

（学校教育課長） 

＜小中学校スポーツ出前授業実施事業＞ 

 アジア・アジアパラ競技大会に合わせて市内学校で大会種目の出前授

業を実施する。 

＜学校生活支援事業＞ 

各学校に生活支援員等を配置し、児童生徒の学校生活を支援する。 

＜いじめ・不登校等対策事業＞ 

教育支援センターの運営等によるいじめや不登校対策を推進する。ま

た、半田中学校にのみ配置されていた校内教育支援センターを他４中学

校にも開設できるよう支援員を配置する。 

＜亀崎小学校改築等事業＞ 

体育館改築や外構整備等を進める。 

＜乙川東小学校改築等事業＞ 

校舎等の実施設計策定等を進める。 

 

（給食センター所長） 

＜学校給食食材購入事業＞ 

物価高騰の影響を受けつつも、適正な給食費設定と国の補助制度等の

活用により、給食の質の維持と保護者負担軽減に努める。 

 

（生涯学習課長） 

＜音楽のあるまちづくり事業＞ 

セントラル愛知交響楽団との協定を３期目として継続しつつ、従来の

鑑賞型中心から、体験型・アウトリーチ型事業へ重点を移す。市内公共

施設での巡回公演、小学校４年生向けアウトリーチ事業等は継続しなが

ら、拡充したポイントとして、親子向けに音楽体験の機会を提供するこ

とや、クラシック以外の幅広いジャンルを取り入れて、若い世代や親子

が参加しやすいイベントを展開していく。 

＜生涯学習推進事業＞ 

日本福祉大学との共催事業として、オンデマンド講座（FUKU＋（ふく

たす））の活用や、女性向けデジタル講座の開催など、新たな学びの機会

づくりを進める。市民が学びたいと思ったときにいつでもすぐに何らか

の学びの場を提供できる仕組みを構築するためプラットフォーム（FUKU

＋（ふくたす））を活用し、市民が割引価格でオンデマンド講座を受講で

きるようにする。また、女性から選ばれる企業の価値創出を図って地域

産業人材の育成と人材不足の解消を目的に、ライフステージによってキ

ャリアを中断した女性を対象に、女性向けデジタル講座を開催する。 

 

（スポーツ課長） 

＜地域スポーツ文化芸術活動支援事業＞ 

中学校休日部活動の地域移行を支援する。令和８年度は補助の最終年

度となる。 

＜どこでもスポーツ推進事業＞ 
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休日の公共施設の空きスペース等を活用したスポーツイベントを実施

する。 

＜新総合体育館建設事業＞ 

設計・整備に向けた要求水準書作成等の準備を進める。 

 

（図書館長） 

＜図書館資料整備事業＞ 

紙の図書資料を整備する。 

＜電子図書館整備事業＞ 

電子図書館の維持・活用を図る。 

＜図書館学び支援事業＞ 

本以外も含めた学びの拠点として、講座やボランティア活動支援等を

行う。昨年度と内容・予算として大きく変更はないが、事業を整理し、

新規事業として事業名を変更して計上したもの。 

 

（博物館長） 

＜文化財公開活用事業＞ 

収蔵資料のデータ化や文化財公開等を進める。令和８年度の山車の展

示は乙川西山の神楽車、下半田北組の唐子車、下半田中組の祝鳩車を予

定している。 

＜文化財保存活用地域計画策定事業＞ 

令和９年１２月の文化庁認定を目指し計画策定を進める。 

＜企画展開催事業＞ 

バードカービング展等を実施する。 

 

（新美南吉記念館長） 

＜新美南吉童話賞事業＞ 

南吉のふるさと半田の PR と児童文学振興のため、創作童話募集等を行

う。 

＜企画展開催事業＞ 

記念館へ繰り返し来館してもらうため、多様な視点から南吉を紹介す

る企画展を 年間を通じ開催する。 

＜新美南吉記念館改修事業＞ 

令和９・１０年度に予定する大規模改修に向け、実施設計を行う。 

 

３）半田市教育

振興基本計画の

一部改訂につい

て 

（学校教育課長） 

本計画は学校教育、生涯学習、文化芸術、スポーツ、読書活動、計５

つの分野別計画を束ねて基本計画と位置付けているもので、今回、本計

画を構成する分野別計画のうち、第３次生涯学習推進計画及び第３次ス

ポーツ推進計画の中間見直し、第２次子ども読書活動推進計画の計画期

間満了に伴う新計画策定を行ったので、その内容を反映するため、本計

画の一部改訂を行うものである。各分野別計画の詳細は後ほど担当課か

ら説明する。 
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４）寄附、後援

願について 

（学校教育課長） 

寄附 １件 

後援名義使用許可 ２１件 

 

５）令和８年度

半田市学校医・

学校歯科医・学

校薬剤師の委嘱

について 

（学校教育課長） 

 令和８年度の学校医等について、医師会等から推薦のあった者を教育

委員会として委嘱する。 

６）半田市立小

中学校教職員向

け公益通報制度

の導入について 

（学校教育課長） 

 公益通報者保護法に基づき、市職員向けには既に整備されている公益

通報制度について、教職員向け制度が未整備であったため、市職員向け

制度に準じて新たに整備する。 

制度の概要として、通報窓口は教育委員会顧問弁護士及び学校教育課

長の２名とし、対象事案は法令違反行為や他人に重大な損害を与える行

為等とする。通報者保護、調査、是正措置、教育委員会への報告、公表

方法等についても整理したうえで、施行日は令和８年４月１日とする。

通報を受理した場合は、事実関係を調査し、必要に応じて是正措置等を

講じる。 

（新美委員） 

市職員向けの公益通報制度はこれまでどの程度利用されてきたのか。 

（学校教育課長） 

市職員向け制度は平成１８年度に整備され、これまで正式に受け付け

た通報は 1 件。 

（新美委員） 

この制度は教職員が心身の不調や悩みを抱えたときに相談する窓口な

のか、それとも法令違反などに関する通報制度なのか、分かりにくいの

ではないか。 

（学校教育課長） 

この制度はあくまで法令違反や重大な不適切事案を対象とするもので

あり、心の不調等については、別に用意されている相談窓口や通常の相

談ルートで対応することになる。 

（新美委員） 

制度として整備すること自体は必要であるが、教職員にとっては「ま

ずどこに相談したらよいか」が分かりやすいことが重要。公益通報制度

だけでなく、気軽に相談できる窓口もあわせて周知した方がよいのでは

ないか。 

（学校教育課長） 

教職員への案内に際しては、本制度に加えて他の相談窓口についても

まとめて示す方向で考えている。 

（新美委員） 
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市職員向け制度で通報件数が非常に少ないのは、制度の周知不足なの

か、利用しづらいのか、あるいは実際に通報案件が少ないのか。 

（学校教育課長） 

公益通報制度は法令違反を中心とする制度であり、日常的に頻繁に使

われる性格のものではないこと、実際にはより手前の段階で一般の相談

窓口に相談するケースも多いのではないかと考えている。 

 

７ ） 児童 生徒

（園児）の交通

事故・問題行動

等につい 

（指導主事） 

令和８年２月２日から３月１３日までの交通事故、問題行動、交通事

故以外の事故、不審者情報等について。 

 

交通事故の状況 １件 

児童生徒の問題行動（被害）等 ３件 

交通事故以外の事故 ６件 

学校等被害等 ０件 

不審者情報 ８件 

８）令和７年度

退職管理職・教

職員辞令伝達式

及び令和８年度       

半田市教職員受

入式等について 

（主任指導主事） 

３月３１日の退任伝達式、４月１日の管理職発令通知式及び教職員受

入式の日程、出席依頼、式次第等について案内する。 

教育委員には４月１日の管理職発令通知式ならびに教職員受入れ式へ

出席いただく。あわせて教育委員代表挨拶についてもお願いしたい。 

９）令和８年度

半田市立小中学

校・幼稚園訪問

実施計画（案）

について 

（主任指導主事） 

来年度の学校・園訪問実施計画案について、日時順・学校順の２案を

お示しする。基本的には前年度訪問校を避けて計画した。 

変更希望がある場合は、委員間で調整の上、主任指導主事まで連絡い

ただきたい。 

１０）令和８年

度研究事業等一

覧について 

（主任指導主事） 

国・県・市から委嘱を受けた研究事業の一覧について案内する。 

新規内容として、人権教育の推進、hyper-QU テストのオンライン化、

副読本活用研修、ディスレクシアに関する指導者養成研修等を予定して

いる。 

１１）第３次半

田市生涯学習推

進計画改訂版に

ついて 

（生涯学習課長） 

昨年１２月２６日から２月１日までの間にパブリックコメントを実施

し、意見は１件あったが、既に計画に盛り込まれている内容であったた

め、大きな変更は行わず、字句の微修正の上で策定する。 

１２）令和８年

度公民館職員の

委嘱について 

（生涯学習課長） 

地域の公民館運営委員会等からご推挙いただいた公民館職員につい

て、一覧表をもとに紹介する。 

１３）令和８年

度公民館の臨時

開館・臨時休館

日について 

（生涯学習課長） 

公民館条例施行規則に基づく休館日のほか、地域特性や地域行事に応

じて、柔軟に臨時開館・臨時休館を設定のうえ運用する。 
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１４）音楽アー

ティスト派遣制

度「アーティス

ト バ ンク はん

だ」の実施につ

いて 

（生涯学習課長） 

市内で活動する音楽アーティストと演奏依頼希望者をつなぐ制度であ

る「アーティストバンクはんだ」について説明する。 

地域イベントや施設行事等での利用を想定しており、依頼者とアーテ

ィストが直接調整する仕組みで、教育委員にも活用の周知をお願いした

い。 

依頼費用は、依頼者とアーティストで相談して決めるが、目安として

は３万円までとしている。登録されているアーティストは、半田市を中

心に知多半島で活動する音楽アーティストで、これまで半年のロビーコ

ンサートや街中でアートなど、市の事業に出演していただいた実績のあ

る方を中心に登録している。 

１５）第３次半

田市スポーツ推

進計画改訂版に

ついて 

（スポーツ課長） 

昨年１２月２６日から２月１日までの間に中間見直し案に係るパブリ

ックコメントを実施し、意見は１件あったが、計画修正はなく、原案ど

おり策定する。 

１６）半田スポ

ーツの日２０２

６の協賛企業等

の募集について 

（スポーツ課長） 

はんだスポーツの日のイベントは、毎年１１月の第１日曜日に開催し

ている。はんだスポーツの日２０２６開催に向けた協賛企業・団体の募

集を行う。 

協賛者には、パンフレット・ポスター掲載、ブース設置、冠付与等の

特典を設ける予定で、協賛募集は半田市報やホームページに掲載する

他、これまで協賛いただいた企業団体様に直接ご案内を予定している。

大会の開催方法等は現在実行委員会で協議中であり、決定次第改めて報

告する。 

１７）令和８年

度半田市弓道教

室の開催につい

て 

（スポーツ課長） 

中学生以上の初心者を対象とした弓道教室を、半田市弓道協会の協力

により実施する。５月から６月にかけて計１２回開催予定で、受講料、

定員、申込方法等は資料のとおりである。 

１８）半田市立

図書館運営基本

計画の策定につ

いて 

（図書館長） 

本計画についてもパブリックコメントを昨年１２月２６日から２月１

日までの期間で実施し、６人から１１件の意見が寄せられたが、いずれ

も計画内で対応していく内容であり、計画修正は行わず策定する。「どこ

でも、誰でも、つながる図書館」を基本理念とし、１０年間の計画とし

て取り組んでいく。 

１９）令和８年

度新美南吉記念

館市民特別観覧

券の発行につい

て 

（新美南吉記念館長） 

新美南吉記念館の来館客は、全体のうち半田市民の来館が全体の１割

程度にとどまっているのが課題。市民の来館率向上を目的として、市民

特別観覧券を発行する旨説明があった。具体的には、１枚で２名まで無

料観覧できる券を２枚、半田市報４月号に掲載する予定であり、委員に

も周知をお願いしたい。 

２ ０ ）企 画展

「南吉だけじゃ

なかった？ペン

ネ ー ムあ れこ

（新美南吉記念館長） 

４月１１日から開催する企画展について説明する。 

南吉の本名や「南吉」以外の複数のペンネーム、その由来等を紹介する

内容であり、会期は７月５日までの予定。 
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れ」の開催につ

いて 

２１）各種事業

について 

「令和８年度前期分 講座・イベント情報誌」はじめ８件の各種事業

について、事務局から特段の補足説明はなく、資料記載の各種事業につ

いて委員に確認を求めたが、特段の質問はなし。 

■各課からの事

務連絡 
（学校教育課長） 

亀崎小学校及び乙川東小学校の改築事業に関連し、地域住民等の意見

を反映するため実施しているワークショップについて、配付資料に基づ

き説明する。 

亀崎小学校では、新体育館の建設や外構整備に加え、既存の特色ある

遊び場「アスレの森」の再整備について、令和７年度に計４回のワーク

ショップを開催し、地域住民から施設規模や観覧スペース、遊歩道の設

置、高低差を活かした遊具の整備など様々な意見が寄せられた。乙川東

小学校についても計５回開催し、校舎や施設の使い方等について意見交

換を行い、基本設計に一定程度反映している。令和８年度も引き続き実

施する予定である。 

（新美委員） 

ワークショップの参加者がどのように選定されているのか。 

（学校教育課長） 

自治区長への声掛けに併せ、地域住民へも回覧板を通じて参加を呼び

かけた。 

（新美委員） 

住民が自分も関われる取組であると認識できるよう、参加機会や関係

性が伝わる見せ方・周知の工夫が必要ではないか。 

（正村委員） 

資料の表記が特定の課名のみとなっており、実際には複数の部署が連

携して進めていることが分かりにくい。 

（学校教育課長） 

資料には問い合わせ先として、主管課の連絡先のみ記載しているが、

今後工夫したい。 

 

■教育委員から

の意見提言等 
（正村委員） 

卒業式への地域来賓の案内について、近年、コロナ禍以降の縮小運営

が定着し、地域関係者への案内が大きく絞られている状況があるが、コ

ミュニティ・スクールの趣旨や、地域とともに子どもの成長を祝う観点

から、区長等、地域で支えてきた方々には案内を出し、出席するかどう

かは各自の判断に委ねる形が望ましいのではないか。 

（堀崎委員） 

議員の出席がなくなったことに加え、地域の区長等の来賓についても

案内がされていない学校があると聞く。案内自体がないと参加の判断も
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できないため、少なくとも地域で関わりのある方には案内を出すことが

望ましいのではないか。 

（教育長） 

コロナ禍以降、来賓を絞った運営が定着している面はあるが、コミュ

ニティ・スクールの観点からも、地域とともに子どもを育てていくとい

う意識を踏まえ、今後の在り方について校長会等を通じて伝えていきた

い。卒業式における来賓の在り方については、各学校の判断を基本とし

つつ、地域との関係性や案内の在り方について配慮していく必要があ

る。 

次回開催等 

 

 

（事務局） 

 ４月定例教育委員会 

日時：４月２４日（金）１０時００分～ 

場所：半田市役所４階 庁議室 

 

（教育長） 

３月定例教育委員会を終了する。 

 

〈 閉会 １２時００分 〉 


